
交渉次第で安く機械を買うことができます！

大切なポイントは・・・

安く機械を買うためのポイント！

少しでも安い機械を買えるよう、
協議会と一緒になって取り組みましょう！！

R６

2. 複数の機械をまとめて見積もりする
1. 安く購入した農家の価格を示す

3. 見積もりをする販売店の範囲を広げる

4. 見積もりは３者以上に同時に頼む

機械価格の実態は・・・
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R２

物価高に負けない将来投資を応援しています！（裏面をチェック）

R6年度の希望小売価格が

最低購入価格の2.5倍!

R6年度でも、同じ型番の製品が

最高と最低で1.9倍の差!

４年前とほぼ同じ価格で購入
しているケースも！！

平均購入価格

R６



物価高に負けない将来投資を応援します！

➢ 畜舎特例法で、畜舎や堆肥舎、保管庫の構造に関する技術基準を緩和しています

➢ 簡易牛舎への支援の要件と上限単価を見直します（拡充）

畜舎特例法で施設の構造を簡易にできます！
ポイント

１

➢ 持続性向上タイプでは収益性の向上を求めないので、堆肥舎やバンカーサイロの補
改修がしやすくなります（新規）

➢ 施設整備において、面積当たりの補助の上限単価を引き上げます（拡充）

➢ 持続性向上タイプではＴＭＲセンター、哺育・育成施設、堆肥センターに自治
体が支援しやすくなります（複数の生産者が使う施設は地方債の起債対象）（拡充）

ポイント
２ クラスター事業で施設の補改修を進めます！

➢ 中古機械の３者見積りを不要とします（新規）

クラスター事業で中古機械の導入を進めます！
ポイント

３

安く機械を買っている人は、交渉したり工夫しています！
ポイント

４

知事特認単価：基準の1.3倍→1.5倍
（複数の生産者が使う施設は1.8倍に！）

【機械価格の実態は・・・】

・同じ型番の製品でも導入価格に差！
・４年前とほぼ同額で購入事例も！

【安く機械を購入している人は・・・】

・販売店に価格交渉！
・複数の機械をまとめて見積もり！

増頭要件を廃止し、繁殖成績の向上等でOK！

畜舎特例法で建てる畜舎も、畜産クラスター事業の対象です！
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